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各都道府県建設業協会会長 殿 

 

一般社団法人 全国建設業協会 

会 長 近 藤 晴 貞 

〔公 印 省 略〕 

 

 

建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画について 

 

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、今般、厚生労働省労働基準局長及び国土交通省土地・建設産業局長から、別添

のとおり建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律第 8条に基づき、平

成 29年 6月 9日に建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画が閣議決

定され、今後、本基本計画に基づき、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関

する施策を推進していく旨、通知がありました。 

つきましては、貴協会会員の皆様に対し、本基本計画について周知いただきますとと

もに、これら施策の一層の取組にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

担当：労働部 又木 
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